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派遣労働者の同一労働同一賃金関連規定（法第30条の３関係）

○ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待

遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の

労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職

務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、

当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められる

ものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

（法第30条の３第１項：均衡待遇）

〇 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同

一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先におけ

る慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了する

までの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇

用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内

容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれる

ものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれ

ぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不

利なものとしてはならない。（法第30条の３第２項：均等待遇）

法令の内容

○派遣先均等・均衡方式

施行状況

○ 派遣元の取組への支援・自主点検の推進や監督・指導等により履行を確保。

（取組への支援・自主点検の推進）

• 派遣元が派遣労働者の待遇を決定する際の手順を整理したマニュアル、法令

遵守に係る自主点検表等を作成。これらを活用して履行を推進。

• 都道府県労働局が実施するセミナー等において、必要な対応と具体的な手順

について解説するほか、個別の相談にも対応。

（監督・指導等）

• 監督時には、就業条件明示書、就業規則、派遣先から提供された比較対象労

働者の待遇情報等を参照し、各待遇について、適用される支給基準や水準に

不合理な差がないか等を確認。

• その上で、支給基準が異なる場合の具体的理由等について、具体的な業務内

容や責任の程度等に係る文書提出を求めた上で、ヒアリングを実施。

• 併せて、都道府県労働局と労働基準監督署が連携し、監督署が回収した

チェックリストに基づき、対象とする派遣先を選定して指導監督を実施。
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派遣先均等・均衡方式及び待遇改善の取組【概要】
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⚫ 派遣先均等・均衡方式では、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保するため、派遣先から派遣元への比

較対象労働者の待遇情報の提供を義務づけており、派遣元は、派遣先から情報提供がないときは、派遣先との間で

労働者派遣契約を締結してはいけない。

派遣労働者の待遇の検討・決定（法第30条の３）

① 派遣先の正社員と派遣労働者の①職務内容（業務内容、責任の程度）、②職務内容・配置の変更範囲（転勤配
置転換の有無・範囲）が同一であれば、正社員と比べて不利な待遇としてはならず（均等待遇）、

② 上記に当たらない場合でも、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情（成果、能力、経験
など）を考慮して不合理な待遇差としてはならない（均衡待遇）

★「均衡待遇」を確保しつつ、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態
に関する事項を勘案して賃金を決定（努力義務）（法第30条の５）

派遣元

比較対象労働者の待遇情報の提供（法第26条第７項、第10項）

① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

② 比較対象労働者を選定した理由

③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。）

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

派遣
均等／均衡

派遣先

＜正社員＞ ＜派遣労働者＞

待遇情報の提供義務

派遣元

派遣先が以下の①～⑥の優先順位により選定

① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同

じ通常の労働者

② 「職務の内容」が同じ通常の労働者

③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

⑤ ①～④に相当するパート・有期雇用労働者（短時間・有期雇用

労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保さ

れていることが必要）

⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労

働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

比較対象労働者とは

派遣料金の交渉における配慮 【法第26条第11項】

派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、

派遣元事業主が法令遵守できるように配慮することが求められる。

派遣先

①
情
報
提
供

②
料
金
交
渉

※派遣先は派遣料金に関して配慮
（法第26条第11項）

③
契
約
締
結



（参考）派遣元の取組への支援・自主点検の推進

厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」（派遣先均等・均衡方式）
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（参考）派遣元の取組への支援・自主点検の推進

厚生労働省「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」
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（参考）派遣元の取組への支援・自主点検の推進

都道府県労働局主催のセミナーの開催

厚生労働省・都道府県労働局と業界団体の連携によるセミナーの開催、個別の無料相談会の実施
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（参考）指導・監督等に向けた取組
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労働基準監督署が派遣先に配布・回収する、
同一労働同一賃金の遵守に係るチェックリスト

派遣先が派遣元に比較対象労働者の待遇情報等を
提供する際の様式例

派遣元が派遣労働者との契約締結時に提示する
就業条件明示書の様式例



○ 派遣元・派遣先に対する啓発・自主点検の推進や監督・指導等によ

り履行を確保。

（啓発・自主点検の推進）

• 待遇情報の提供を含め、派遣元・派遣先が同一労働同一賃金に係る

法令遵守の確認に活用できる自主点検表等を作成し、履行を推進。

• 派遣先が派遣元に比較対象労働者の待遇情報等の提供を行う際の

様式例を作成。これを活用した履行を推進。

（監督・指導等）

【派遣元】

• 派遣先から比較対象労働者の待遇情報等の提供を受けずに労働者

派遣契約を締結していないか確認。違反には厳正な指導を行い、是

正を確認。

【派遣先】

• 派遣元への待遇情報等の提供について、適切な比較対象労働者の選

定、待遇変更時の再提供も含め、ヒアリング等を通じて履行を確保。

派遣労働者の同一労働同一賃金関連規定（法第26条関係）

○ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定

により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣

元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者

派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の

賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める

情報を提供しなければならない。

（法第26条第７項：比較対象労働者の待遇情報の提供）

〇 派遣先は、第７項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生

労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の

内容に関する情報を提供しなければならない。

（法第26条第10項：比較対象労働者の情報に変更があった場合

の提供）

〇 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者

から第７項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間

で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働

者派遣契約を締結してはならない。

（法第26条第９項：比較対象労働者の待遇情報等の提供がない場

合の契約締結禁止）

法令の内容

○比較対象労働者の待遇に関する情報提供

施行状況

8



（参考）派遣元・派遣先に対する啓発・自主点検の推進

（派遣元向け）厚生労働省
「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

（派遣先向け）厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
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（参考）派遣元・派遣先に対する啓発・自主点検の推進

厚生労働省「派遣先向けのセルフチェックリスト」
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（参考）派遣元・派遣先に対する啓発・自主点検の推進

派遣先が派遣元に比較対象労働者の待遇情報等を提供する際の様式例
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派遣労働者の同一労働同一賃金関連規定（法第30条の４関係）

○ 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の

過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用す

る派遣労働者の待遇（第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の

福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを

除く。以下この項において同じ。）について、次に掲げる事項※１を

定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣

労働者※２の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号

若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵

守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正

な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

 （法第30条の４第１項） 

※１ 協定対象派遣労働者の範囲、賃金の決定方法、公正な評価に基づく

賃金の決定、賃金を除く待遇の決定方法、教育訓練、有効期間等

※２ 協定対象派遣労働者

○ 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければ

ならない。 （法第30条の４第２項）

法令の内容

○労使協定方式

○ 派遣元に対する啓発・自主点検の推進や監督・指導等により履行を確保。

（啓発・自主点検の推進）

• 派遣元が派遣労働者の待遇を決定する際の手順（労使協定の締結等）を整

理したマニュアル、協定対象派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以

上であるか等をチェックするためのツールや自主点検表等を作成。

これらを活用して、履行を推進。

• 派遣元団体では、賃金・退職金のシミュレーター機能を含め、賃金テーブル

を検討する派遣会社向けWebツールを開発・提供し、会員企業の取組を支

援（法第47条の11に基づく事業主団体の取組）

（監督・指導等）

• 監督時には、就業条件明示書、就業規則、労使協定等を参照し、各協定対

象派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上であるか等を確認。

• その上で、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額となって

いない場合には是正を指導。

• 過半数代表者の適正な選出について、指導監督等を通じて履行を確保。

• 派遣元には過半数代表者に対する事務の円滑な遂行のための配慮が求め

られること、過半数代表者に対しては労使協定の内容に派遣労働者の意

思を反映させるための取組等を周知。

○ 監督時には、自主点検表等に基づき、労使協定の周知を行っているかどう

かを確認。

施行状況
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労使協定方式及び待遇改善の取組【概要】

⚫ 労使協定方式には、「一般労働者の賃金（一般賃金）額と同等以上」の要件があり、統計調査等による一般賃金額

（賞与込み）を局長通達で毎年度公表している。

⚫ 令和７年度適用の一般賃金水準（産業計、賃金構造基本統計調査）は、対前年度（令和６年度）比3.4％上昇。

Ａ 一般基本給・賞与等
 ① 職業安定業務統計の求人賃金に基づく一般賃金（賞与込み）  ② 賃金構造基本統計調査に基づく一般賃金（賞与込み）

能力・経験調整指数 地域指数
能力及び経験を反映するための指標 地域の物価等を反映するための指標

Ｂ 一般通勤手当
 実費支給 １時間当たりの通勤手当に相当する額を支給

Ｃ 一般退職手当
 退職手当制度での比較 退職金前払い方式

OR

賃金構造基本統計調査より
０年,１年,２年,３年,５年,10年,20年の指標を算出

ハローワークで受理した求人の月額賃金より
「都道府県別｣｢ハローワーク別｣に算出＋

OR

支給月数等の相場について
各種調査結果を公表

賃金構造基本統計調査より
「現金給与額」に占める
退職金の割合を算出
（令和７年度５％）

中小企業退職金共済制度等
への加入OR OR

労使協定の
締結

派遣

＜使用者＞
過半数労働組合

or
過半数代表者

派
遣
先

派遣元

労使協定の締結に必要な
一般賃金額を決定

労使協定方式のイメージ

・ 対象となる派遣労働者の範囲

・ 賃金の決定方法（一般賃金額と同等以上、職務内容、

能力等の向上があった場合に改善されるもの）

・ 職務内容、能力等を公正に評価して賃金を決定すること

・ 有効期間 など

労使協定に定めるべき内容

派遣料金の交渉における配慮【法第26条第11項】
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局長通達

派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、

派遣元事業主が法令遵守できるように配慮することが求め

られる。

派遣就業場所と居住地の距離等に
応じた費用の実費を支給

賃金構造基本統計調査より
１時間あたりの通勤手当に相当する額を算出



（参考）労使協定方式の適正な実施に向けた取組

厚生労働省「一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール」

一般社団法人日本人材派遣協会
「自社用賃金テーブル作成シュミレーター」

厚生労働省
「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」（労使協定方式）

厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」
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過半数代表者の適正な選出の履行確保
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過半数代表者の選出過程の調査

都道府県労働局において、過半数代表者の適正選出について調査

（管理監督者でないこと、過半数の労働者の信任を得ていること 等）

違反があった場合

• 有効な労使協定とはならず、法第30条の４の要件を満たさないため、当該協定に基づく労使協定方式の実施は認められ

ない。また、派遣先均等・均衡方式を実施していなかったことに係る違反が成立（指導監督及び悪質なケースであれば行

政処分の対象）。

• これを受け、派遣元においては、「派遣先均等・均衡方式」の実施、または、適正に過半数代表を選出した上で新たに締結

する協定に基づく「労使協定方式」の実施のいずれかにより、公正な待遇を確保することが求められる（都道府県労働局に

おいて履行を確認）。



派遣労働者の同一労働同一賃金関連規定（法第26条第11項関係）

○ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当

該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三

十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあ

つては第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあ

つては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の

定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければな

らない。（法第26条第11項）

法令の内容

○派遣料金に関する派遣先の配慮義務

○派遣先指針第２の９（２）ロ

「派遣先は、労働者派遣に関する料金の額の決定に当たっては、その指

揮命令の下に労働させる派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況、

当該派遣労働者が従事する業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度

並びに当該派遣労働者に要求する技術水準の変化等を勘案するよう努

めなければならないこと。」

○ 派遣元と派遣先の料金交渉の場で活用できる資料（経済指標、賃金・物

価動向、配慮義務の内容等を一覧できるリーフレット）を厚労省で作成。

• 料金交渉の要請に一切応じない場合等は指導の対象となる旨を明記

• 労務費転嫁のための価格交渉に係る指針に沿った対応も併せて要請

○ 都道府県労働局においても、派遣先を参集した集団啓発のほか、配慮

義務違反に対しては指導監督を実施。

施行状況
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派遣料金に関する交渉の有無と対応状況

資料出所：厚生労働省「令和４年派遣労働者実態調査の概況」（（ ）内は、要望があった事業所100とした割合）

【派遣元事業所】 派遣先均等・均衡方式
（ｎ＝176）

労使協定方式
（ｎ＝1,242）

交渉した 40.3% 59.7%

交渉していない 35.2% 37.4%

無回答 24.4% 2.9%

【派遣先】 派遣先均等・均衡方式
（ｎ＝669）

労使協定方式
（ｎ＝859）

行ったことがある 51.3％ 66.9%

行ったことがない 45.9% 32.6%

無回答 2.8% 0.5%

資料出所：厚生労働省委託事業「令和４年度派遣労働者の不合理な待遇差の解消に係る調査研究事業」

派遣料金に関する要望
があった

求めに応じてとった対応（複数回答）

要望が無かった 不明
求めに応じて派遣料金を

上げた
求められたが派遣料金を

維持した
求められたため派遣労働
者の受け入れをやめた

38.0%(100%) (91.4%) (20.3%) (1.7%) 60.0% 2.0%

【派遣先】

⚫ 派遣料金の交渉をしたことがある割合は、派遣元、派遣先調査とも派遣先均等・均衡方式より労使協定方

式の方が高い傾向。

⚫ 派遣料金に関する要望があった場合の派遣先の対応について、派遣元の約４割から派遣料金の交渉の要望

があり、約９割と大多数の派遣先が交渉に応じ、派遣料金を引き上げている。

17

派遣元調査 派遣先調査

公表値



派遣料金の交渉について（ヒアリング結果）

資料出所：厚生労働省委託事業「令和６年度労働者派遣制度等の今後の在り方についての調査・研究事業」

派遣料金交渉
について

• 派遣契約の更新（１回／３か月）に合わせて料金の交渉を行っている。 （A社）

• 派遣元の担当者が派遣先を訪問し、派遣労働者の就業状況を評価し、派遣労働者の交渉材料としている。同業務の経験期間が長くなり、円滑に業務を遂行できて
いる、指示を待たず動けている、等の様子を基に派遣先に料金の交渉を行うことが多い。 （A社）

• 派遣労働者から担当している職務等をヒアリングした上で、相場を参考にして、派遣先と調整して設定した。 （B社）

• 派遣先の担当者と派遣元の担当者のコミュニケーションで、派遣労働者の評価を確認し、料金交渉の材料とする。（C社）

• 一定期間勤続した派遣労働者は、派遣労働者とのコミュニケーションの中で、従事している業務内容を確認し、交渉の材料とする。担当業務のレベル等が上がっている
ことが多いため、それに合わせて料金の見直しを依頼する。 （C社）

• 派遣料金は、本人の賃金をベースに、派遣労働者のスキルに見合った料金を提示している。（D社）

• 派遣期間中は、半期／１年に１回の頻度で料金交渉を実施する。社員の賃金の更新に合わせて、料金を上げるように交渉している。 （D社）

• 派遣先の評価を材料に料金交渉を行う。派遣先の上長に評価をヒアリングし、材料としている。評価用のフォーマットはない。 （D社）

• 派遣労働者のスキルアップに応じて派遣料金の交渉をすることはない。 （E社）
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派遣料金の交渉について（ヒアリング結果）

資料出所：厚生労働省委託事業「令和６年度労働者派遣制度等の今後の在り方についての調査・研究事業」

• 労働者本人の賃金、物価を理由とした交渉が多い。相場をみて上げている。 （ａ社）

• 能力が高い派遣労働者が派遣された場合には、相応しい処遇となるよう、派遣料金を上げることもある。さらに、自社の正社員と同程度のスキル・資格を持っていると判断した場合、派遣
料金を上げ、直雇用切替の紹介料を多めに払って、切り替えてもらうこともある。 （ａ社）

• 人材会社からの紹介では、管理職、幹部人材を紹介いただき、派遣労働者は、正社員に求める要件を満たさなくとも、現場のエース人材を発掘するものとしている。 （ａ社）

• 賃金相場が上がっている場合、応じることが多い（近隣の同業種の賃金を確認して応じる） （ｂ社）

• 派遣社員の評価に応じた料金交渉。派遣元の依頼で人事考課を実施する。1回/年程度、評価シートを渡され、記入している。個人の評価に対して個別で料金を交渉するのではなく、
派遣元に対する評価として、該当する派遣元からの派遣労働者の全体の料金を上げる。その後は、派遣会社が分配しているため、実際に評価がよかった個人の賃金に反映されているの
かは分からない。 （ｂ社）

• 派遣会社ごとに派遣料金を1年程度で見直すことがある。賃金に反映されているのかまではわからない。 （ｄ社）

• 派遣会社でベースアップするにあたって、単価見直しの相談があることが多い。 （ｄ社）

• 成果（出退勤の状況、生産数、品質）が高い派遣労働者がいるときに派遣料金を上げることがある。 （ｄ社）

• 人を集めたいとき、派遣料金を上げるように、派遣会社に依頼することもある。 （ｅ社）

派遣料金交渉
について

• 契約の更新時に料金を見直すことがあるが、勤怠、生産数、品質、タイミング（直近の料金交渉があったか等）を考慮する。 （ｄ社）

• 街中にある工場であり、求人のある飲食店が周囲に多いため、周辺の飲食店よりも高い賃金・派遣料金に設定している。 （ｅ社）

• 研修を通じて資格を取得すると会社から手当が支給されるため、派遣労働者の時給に反映させるよう、派遣料金に上乗せして支払っている。 （ｃ社）

派遣先調査

公表値
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派遣労働者の公正な待遇の確保に向けた周知

⚫ 派遣元・派遣先の連携・協力による派遣労働者の処遇向上に向け、それぞれが担う責務の内容、派遣料金

交渉の場で活用できるデータ（経済指標、賃金・物価動向等）や配慮義務等を整理して周知。
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説明義務関連規定について（法第31条の２）

○ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当

該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金

の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなけ

ればならない。（第１項）

○ 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするとき

は、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付等により、昇給・賞与の

有無、協定対象派遣労働者であるか否か等を明示するとともに、派遣先

均等・均衡方式又は労使協定方式により講ずることとしている措置の内

容等を説明しなければならない。（第２項）

○ 派遣元事業主は、労働者派遣（労使協定方式のものを除く。）をしよう

とするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文

書の交付等により、賃金の決定等に関する事項や昇給・賞与の有無等を

明示するとともに、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式により講ず

ることとしている措置の内容を説明しなければならない。（第３項）

○ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、

当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待

遇の相違の内容及び理由並びに派遣先均等・均衡方式又は労使協定方

式により措置を講ずべきこととされている事項等に関する決定をするに

当たって考慮した事項を説明しなければならない。（第４項）

法令の内容

○待遇に関する事項等の説明

施行状況

○ 派遣元に対する周知啓発や監督・指導等により履行を確保。

（啓発・自主点検の推進）

• 派遣労働者として雇い入れようとするときや労働者派遣をしようとする

ときの待遇の説明等に用いることのできる様式を作成し、周知。

• 待遇差の内容・理由の説明が求められた場合の対応について、事前準備

や説明対応のポイント、説明に用いる資料や説明手法などを事例紹介と

ともに整理したマニュアルを作成し、周知。

（監督・指導等）

• 監督時に、ヒアリング等を通じ、派遣労働者の待遇に関する事項等の説明

を行っているかを確認。
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（参考）派遣労働者に対する派遣元事業主の説明義務及び明示義務

雇用しようとする時/雇い入れ時 労働者派遣をしようとする時 派遣労働者から求めがあった時

説
明
義
務

⑴待遇に関する事項等（法第31条の２第１項、規

則第25条の14第２項、業務要領６ 10(1)ハ ）

 ①派遣労働者の賃金の額の見込み、健康保険・厚   
生年金保険・雇用保険の被保険者資格に関する
事項その他の待遇に関する事項（法、則）

※就業時間・日、就業場所、派遣期間、福利厚生等（要領）

 ②事業運営に関する事項（則）
 ③労働者派遣に関する制度の概要（則）
※特に派遣労働者の保護に関する規定（労働契約申込みみ

なし制度の内容を含むことが必要）（要領）

 ④教育訓練及び援助の内容（則）

⑵不合理な待遇の禁止等（法第30条の３、第30条の４）

及び職務の内容等を勘案した賃金の決定に係る
規定（法第30条の５）により講ずることとしている
措置の内容（法第31条の２第２項第２号）

※業務要領６ 10⑵ホ
・派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な相
違を設けない旨、差別的な取扱いをしない旨。

・賃金につき、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経  
験等のうちどの要素を勘案するか。

・賃金等の待遇が労使協定に基づき決定される場合はその旨

説明義務⑵の事項
※派遣先均等・均衡方式のみ（法第31条の2第3項第2号）

①当該派遣労働者と比較対象労働者との間の
待遇の相違の内容及び理由

 【待遇の相違の内容：指針】
■派遣先均等・均衡方式
・派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれ
ぞれを決定するに当たって考慮した事項の相
違の有無

・派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別
具体的な内容、又は、派遣労働者及び比較対
象労働者の待遇に関する基準

■労使協定方式
・賃金が協定で定めた賃金の決定方法及び当該
協定の定めによる公正な評価に基づき決定さ
れていること、

・賃金以外の待遇が派遣元の通常の労働者との
比較において公正に決定されていること

②不合理な待遇の禁止等（法第30条の３、第30条の

４）、職務の内容等を勘案した賃金の決定（法
第30条の５）及び就業規則の作成の手続（法第30

条の６）に係る決定に当たって考慮した事項  

（法第31条の２第４項、派遣元指針９⑴⑵）

明
示
義
務

⑴待遇に関する事項等（法第31条の２第２項第１号、規

則第25条の16）

  ①昇給の有無（則）
  ②退職手当の有無（則）
  ③賞与の有無（則）
  ④協定対象派遣労働者であるか否か（協定対象

  派遣労働者である場合には、当該協定の有効
  期間の終期）（則）

  ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関
  する事項（則）

⑵派遣労働者として雇い入れようとする旨（法第32

条）

⑶労働者派遣に関する料金の額（法第34条の２）

⑷賃金、労働時間その他の労働条件（労働基準法第15

条第１項）

⑴労働基準法第15条第１項に規定する省令で定め
る事項及び雇入れ時の明示義務⑴の事項（ただ
し、契約期間、更新基準、退職に関する事項等
を除く）（法第31条の２第３項第１号）

※ 派遣先均等・均衡方式のみ

⑵就業条件等（法第34条）

 ①労働者派遣をしようとする旨
 ②労働者派遣契約において定めなければならない
事項で当該派遣労働者に係るもの
※ 従事する業務の内容、従事する事業所の名称・所在

地や組織単位、派遣就業日・期間、始業・就業時刻、

苦情処理に関する事項等

 ③派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初
 の日

 ④派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初
の日

 ⑤労働契約の申込みをしたものとみなされる場合

ー
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派遣労働者の求めに応じて説明すべき事項（「派遣先均等・均衡方式」の場合）

相違の
有無と
内容

《相違の有無》派遣労働者と比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当
たって考慮した事項に相違があるか否か。

《相違の内容》
＜説明例＞

派遣労働者と比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容
・基本給の平均額又はモデル基本給額を説明
・手当の標準的な内容又は最も高い水準・最も低い水準の内容を説明待遇の

決定基準
・賃金テーブル等の支給基準を説明

※待遇の決定基準により説明する場合は、比較対象労働者の待遇の水準を
把握できるものである必要があります。したがって、「賃金は、各人の
能力、経験等を考慮して総合的に決定する」等の説明では十分ではあり
ません。

相違の
理由

「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」の3 
つの考慮要素のうち、待遇の性質・目的に照らして適切と思われる要素に基づ
いて待遇の相違を説明する必要があります。
＜説明例＞

派遣先において、基本給は職務の内容に応じて支給されている。比較対象労
働者は同一の業務に従事しているが、緊急時の対応など、責任の程度が異な
ることから、基本給額に差がついている

派遣労働者の求めに応じて説明すべき事項（「労使協定方式」の場合）

賃金 派遣労働者の賃金が次の内容に基づき決定されていること
• 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均

的な賃金の額と同等以上であるものとして労使協定に定めたもの
• 労使協定に定めた公正な評価

賃金
以外

• 派遣労働者の待遇（賃金、法第40条第２項の教育訓練及び法第40条第
３項の福利厚生施設を除く。）が派遣元の通常の労働者（派遣労働者
を除く。）との間で不合理な相違がなく決定されていること等

※「派遣先均等・均衡方式」の場合の説明の内容に準じて説明する必要が
あります。

（参考）派遣労働者に対する派遣元事業主の説明義務及び明示義務

資料出所：厚生労働省
「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル（労働者派遣業界編）」

派遣労働者として雇い入れようとするときの明示（例）
労働者派遣をしようとするときの明示（例）

派遣労働者の求めに応じて説明すべき事項（「派遣先均等・均衡方式」の場合）

派遣労働者の求めに応じて説明すべき事項（「労使協定方式」の場合）

24



（参考）派遣労働者に対する派遣元の説明義務及び明示義務

資料出所：厚生労働省「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」 25
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派遣労働者の同一労働同一賃金関連規定（法第40条第５項・第30条の５関係）

○ 派遣先は、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第一

項及び第三十一条の二第四項の規定による措置が適切に講じ

られるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣

先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の

遂行の状況その他の情報であつて当該措置に必要なものを提

供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。

（法第４０条第５項）

○ 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡

を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者（協定対象派遣労働者

を除く。）の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その

他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金（通勤手当や

家族手当等を除く。）を決定するように努めなければならない。 

（法第30条の５）

法令の内容

○派遣先から派遣元への情報提供に関する配慮義務

○ 派遣先指針第２の９（１）後段

「派遣先は、労働者派遣法第40条第５項の規定に基づき、派遣元事業主の

求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者の賃金、教育訓練、福利厚生

等の実状をより的確に把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供

するとともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた

適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣

労働者の職務の評価等に協力をするように配慮しなければならないこ

と。」

○ 派遣労働者の待遇改善を図るため、派遣元が効果的なキャリア形成に

向けた支援を行う取組やその手順などを事例に基づき解説した取り組

み事例集を作成し、周知。

○ 派遣先の理解促進のため、セミナーの開催、成長分野における未経験

者の受入れ等派遣元と派遣先の連携・協力に係る好事例の収集等の予

算事業を実施（令和７年度新規事業） 。

○ 都道府県労働局においても、派遣先を参集した集団啓発のほか、配慮

義務違反に対しては指導監督を実施。

施行状況

27



派遣先における派遣労働者の職務の評価情報
派遣労働者が
就業している
事業所計

提供を求められ
たことがある

提供を求められ
たことがない

不明
提供の有無

提供した 提供しなかった

成果に関する評価結果 100.0 25.6 25.0 0.7 71.5 2.9

技能や能力向上に関する評価結果 100.0 27.2 25.9 1.3 69.8 2.9

働きぶりや勤務態度に関する評価結果 100.0 33.1 32.2 0.9 64.0 2.9

評価に関するその他の情報 100.0 23.6 22.6 1.0 73.5 2.9

派遣先における派遣労働者の職務の評価情報の提供

⚫ 派遣先における派遣労働者の職務の評価情報の提供について、派遣元事業所から情報の提供が求められた割合を情

報の種類別にみると、「働きぶりや勤務態度に関する評価結果」が 33.1％、「技能や能力向上に関する評価結

果」が 27.2％、「成果に関する評価結果」が 25.6％、「評価に関するその他の情報」が23.6％となっている。

派遣先調査

公表値

資料出所：厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査（派遣労働者実態調査）」（令和４年度） 28



（参考）派遣先における派遣労働者の職務の評価情報の提供

厚生労働省「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」（派遣先向け）厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
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（参考）派遣労働者の待遇改善に
向けた取組

厚生労働省「派遣労働者のキャリア形成に向けた取組事例集」
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３  スキーム、実施主体２  事業の概要

１  事業の目的

派遣労働者の公正な待遇確保等推進事業

令和７年度予算額 30百万円（－）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

○ 構造的賃上げを実現させるためには、三位一体の労働市場改革が重要であり、派遣労働者についても「リ・スキリングによる能力向上支援」、

「成長分野への労働移動の円滑化」に向けて、教育訓練、公正な待遇確保措置、雇用安定措置等の一層の推進が求められるが、これらを推進するため

には、派遣元事業所だけでなく、派遣先事業所の理解促進が重要である。

○ このため、派遣先事業所に求められる対応について、セミナー等による周知・啓発を実施するとともに、成長分野での就労経験がない派遣労働者等

の受け入れに係る好事例収集や、受け入れに繋がるであろう手法等の検討・検証等を行い、受け入れに向けた留意点等を整理した「未経験派遣労働者

等の就労促進・成功集」の作成及び普及促進を図る。

① 「リ・スキリングによる能力向上支援」のため、派遣先事業所

に求められる、教育訓練、公正な待遇の確保のための措置、雇用

安定措置等に関する内容及びその内容に係る対応の周知・啓発

を実施する

② 「成長分野への労働移動の円滑化」のため、成長分野に就労

したことがない派遣労働者や、労働時間や場所等に制約がある

派遣労働者の受け入れ、当該派遣労働者が活躍している派遣先

事業所の取組事例を収集の上、当該事例の普及を促進する。

③ 派遣先事業所の取組事例の収集のほか、検証委員会を立ち上げ、

未経験派遣労働者の受け入れに繋がるであろう手法等の検討・

検証や留意点の整理を行い、「未経験派遣労働者等の就労

促進・成功集」を作成。

※ 上記①、②及び③について、全国においてセミナー

（オンライン併用）を実施し、周知・啓発及び好事例等の普及

促進を図る。 派遣元事業所

委託事業

実施事業所

・未経験派遣労働者等の受け入れ
に係る好事例の収集

・普及促進のためのセミナーの実施
派遣先事業所

未経験派遣労働者等の
受け入れに係る好事例の収集

未経験派遣労働者
等の受け入れに係
る好事例となるで
あろう手法の検証等

・検証委員会の立ち上げ
・未経験派遣労働者の受け入
れにつながるであろう手法
等の検討・検証

・派遣労働者受け入れのため
の留意点等を整理等した

「未経験派遣労働者等の就労促
進・成功集」の作成

未経験派遣労働者等の
受け入れに係る好事例の
普及促進

■実施主体：民間団体等
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（参考）労使協定方式における過半数代表者に対する派遣労働者の意見の反映等

⚫ 派遣元事業主に対して過半数代表者の適切な選出手続きや過半数代表者に対する事務の円滑な遂行のための配慮等

を求めるリーフレットや、過半数代表者に対して労使協定の内容に派遣労働者の意思を反映させること等を周知す

るリーフレットを作成している。

派遣元事業主向けリーフレット 過半数代表者向けリーフレット
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求職中、現在の仕事を見つける上で重視したポイント

33

⚫ 「勤務地（通勤しやすさ）」「業務の内容」「時給や基本給の水準」と答えた割合が高い。これらに続いて回答が

多かった項目は、働き方や職場環境、手当等に関するものであった。

49.1%

12.3%

61.1%

34.1%

11.4%

14.4%

24.3% 24.6%

10.8%

17.2%

7.8%

2.8% 2.1%

15.3%

0.4%

4.6%

14.4%

52.0%

14.0%

61.0%

48.8%

10.6%

17.1%

21.2%

14.3%

18.3%
19.9%

11.1%

4.7%
2.7%

15.2%

3.5% 3.8%

15.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

全有効回答労働者（n=10,000）

派遣労働者（n=986）

※複数回答

資料出所：JILPT「同一労働同一賃金の対応状況に関する調査（労働者調査）」（2023年）
※「全有効回答労働者」には派遣労働者を含む。

労働者調査

公表値



求職中、現在の仕事を見つける上で重視したポイントと
当該情報の入手状況

34

⚫ 業務の内容や所定労働時間、時給や基本給の水準等については情報が得られたとの回答割合が相対的に高いが、賞

与・ボーナスの有無・水準、正社員転換制度の有無等については低かった。

労働者調査

公表値

資料出所：JILPT「同一労働同一賃金の対応状況に関する調査（労働者調査）」（2023年）

22.2%

100.0%

30.7%

42.9%

4.2%

23.6%

30.1%

28.1%

35.4%

36.7%

25.6%

18.0%

31.0%

32.9%

29.0%

38.0%

29.8%

38.0%

38.1%

42.9%

50.0%

45.8%

39.8%

45.3%

35.1%

38.6%

39.5%

40.4%

42.1%

37.5%

40.3%

39.0%

34.7%

10.9%

10.7%

7.1%

33.3%

4.2%

5.4%

10.9%

5.4%

3.7%

4.7%

19.7%

9.4%

5.8%

12.9%

5.0%

6.5%

28.9%

20.5%

7.1%

12.5%

26.4%

24.7%

15.6%

24.1%

21.0%

30.2%

21.9%

17.4%

23.8%

17.7%

18.0%

29.0%

その他（n=266）

優良派遣の認定事業者（n=1）

上司や同僚、職場の雰囲気（n=449）

教育訓練、能力開発の機会（n=14）

正社員に転換できる制度や仕組みの有無、転換実績（n=24）

契約形態（有期・無期契約）や契約期間の長さ（n=72）

有給休暇の取りやすさ（n=166）

残業の有無（n=64）

シフト制など勤務の柔軟性（n=698）

所定労働時間の長さ（短さ）（n=515）

通勤手当など諸手当の有無（n=43）

賞与・ボーナスの有無・水準（n=178）

時給や基本給の水準（n=1,006）

勤務地（通勤しやすさ）（n=2,867）

責任の程度（n=124）

業務の内容（n=2,073）

計（n=10,000）

充分に得られた 得られたが、充分ではなかった まったく得られなかった 特に、必要なかった
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派遣労働者の同一労働同一賃金に係る施行体制

36

⚫ 都道府県労働局において、派遣元事業主及び派遣先に対する指導監督に加え、派遣労働者からの相談・申告対応の

機能を発揮し、また、労働基準監督署とも連携して、同一労働同一賃金の遵守を徹底。

労
働
基
準
監
督
署

需
給
調
整
事
業
課
（
室
）

都
道
府
県
労
働
局

労働基準監督署による事実関係の確認

対象企業選定 労働者派遣法に基づく
派遣元事業主等への指導

監督の実施

都
道
府
県
労
働
局
長
に

よ
る
助
言
・
指
導
等

不
合
理
な
待
遇
差
の
是
正

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
徹
底
の
実
現

：同一労働同一賃金施行時からの既存の取組

：新規の取組 （令和４年12月から）

法
違
反
の
場
合

法違反のない場合も
雇用管理改善を助言

働き方改革推進支援センターに

おける相談・コンサルティング

待
遇
の
点
検
・

見
直
し
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